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シピル・ミニマムと公共サービス

池 ト 惇

I は じ め に一一松下，宮本両氏の問題提起

シピノレ・ミニマムという術語がH本の自治体論白なかで多用されるようにな

ったのは， 1970年10月の全国平新市長会による「革新都市づくり綱領」 副

題 vピノレ・ミニマムの策定のために一一一以来であって刊 さらに，さかりぼ

ると， 1968年の「東京都中期計画Jがあり松下圭一氏によると「このシピノレ

ミヱマムという言葉は， 1960年代の前半に私が造語した和製英語Eもいうべ

き日木語」にその由来があると指摘されているヘ

さらに，松下氏は，シピノレ・ミユマムを市民生活基準とし、いかえた上で，

「シピノレ・ミユマムの二重性J ょしてつぎの二点を性格づけとしてあげている。

第 。 rそれはすべての市民の権利という性格である。いわば都市ないし工

業社会における市民の『生活権』として， このシピノレ・ミニマムが設定され

る。」

第二。それは「自治体の「政策公準」という性格である。それは自治体によ

る都市政策の市民的公準をあきらかにしようとするものである。J"

氏のいわれる生活権は，生存権のみならず環境権も含むものとされており，

憲法第25条「すべての国民は健康で文化的な最低限の生活 .minimu皿 standard

of livingを営む権利を有する」の現実化であり，政策化であるとされている o

だが，一歩すすんで，市民の生活権を現実の政策り上に具体化しようとすれ

1) 全国草新市長会「革新都市っくり綱領JC案〉 シビル・ミユマム策定りために一-， 197{)竿
10月。

2) 松下圭一「都市政晴を考える」岩波書庖， 1971年， 111ベージ。
3) 向上， 114ベーシ@
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ば，現在の生活権の侵害の事実については誰も異論がないものの，生活権白侵

害の原因については，多くの点で認識のちがいがあることを無視するわけには

ゆかない。ーンピノレ・ミニマム論は現在の市民の生活権の侵害の事実とその原因

を認識し，原因をとりのぞくという行動を通じて政策化されざるをえないので

ある。

と乙ろが困難はιιからはじまる。今日，シピル・ミニマム論を主張する人

々の間で生活権の侵害の原因」についての認識が一致しないのみか，まっ

たく正反対である， という場合すらあり， したがって，政策実現の手続きもま

た分裂せざるをえないという必然性が秘められているようにさえみえる。例え

ぼ，造語者といわれる松下圭一氏の場合は，生活権侵害の原因ほ，大企業の管

理価格を前提とした企業内労働組合の圧力によって賃金水準は上るけれども，

結局のところ「企業内の利潤分配」にすぎないために「社会の底辺に膨大な低

所得者を滞留させる」乙と，及び，持家の増加による都市スプローノレ化， 自動

車の増加による交通問題，公害問題. i生活水準の上h昇にともなう都市廃棄物

の大量化・多様化」など「賃金上昇が函民生活構造の改善と結びつかない」のこ

とをあげられる。

いわば，大企業の労使一体となった利潤確保と高賃金こそ，現代都市問題と

生活権破壊の根源であり，国民の富の配分の方法を従来の資本対賃労働という

配分の方法から，市民の生活基盤への富の配分を考慮に入れた配分にかえるべ

きだというのである。そうなれば，資本の方も誘導資金や生産基盤を富の配分

にあたって考慮に入れる乙とになるし，市民の方は賃金プラ;J-，社会保障プラス

生活基盤を全体として富の配分を問題にするとし、うわけである。高の配分の偏

りを生活権侵害の原因とみたて，富の配分の実態を，大企業の労使一体となっ

た富田独占と 般市民のその配分方法からの排除とみるこの松下氏の理論的枠

組みは，シヒコレ・ミ三マムという造語の「新鮮さ」に〈らべて，きわめて古い

経済理論の陳腐な一節を想いおとさせる。経済成長の成果を大企業の労使がー

4) 向上. 106ベ一三人
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体となって独占Lているから都市問題がおこった，ということになれば，地域

住民，または市民本位に，宮の配分をやりなおせばよい. 1--い弓結論がでて〈

るのはみやすい道理である。

そうなれば，シピノレ・ミニマムの思想で武装された市民がョンセンサスを形

成しさえすれば，問題は一度に解決する ζ とになる。松下氏によれば，日本で

は f国民自身の生活欲求水準の農業社会的性格」によって「都市的生活感覚

ないし市民的規範意識」が「未成熟Jであったために，市民的自覚は著しくお

くれている。これを払拭して f園民生産力の拡充によってえられる社会的余

剰を公共的に管理し，国民生活構造の改革とくに都市の制度的・物理的改革を

推進しなければならないとし、う認識」引が必要とされる。

国民生産の余剰が，大企業の労使によって独占されている状態を市民本位に

かえよう主いうこの改革案が，シピノレ・ミニマムである， ということになれば，

これは何も今日の日本の草新勢力と革新自治体の側だけの論理ではなしいわ

ゆる日本の保守勢力と政府によっても以前から，むしろ伝統的に主張されてき

た問題であろう。戦後日本の地方財政制度にいわゆる「ナγzナノレ・ミー Y

ムJ"の手法が導入されたことは周知の事実であるし，最近，自治省関係の研究

活動や，政府関係者の間でシピノレ・ミ三マムを積極的にとりあげようとする動

きがつよまっている九とれらの動きのなかには，日本社会における「高賃金」

を論拠として. r高福祉，高負担」の応用としてシピル・ミニマムを考えるも

のも数多く含まれており，松下氏の論理が，これらの動きのなかにとりこまれ

るおそれがあるとすれば，それは，都市閉題激化の原因の 半を大企業の労働

者にかぶせている点で，政府側の人々と認識が一致Lているからであろう。

松下氏のような「原因の認識」に対して，生活権破壊の原因を大資本による

5) 向上， 107-108へ一一λ
6) 藤田武夫「日本の地方財政一戦後の動向と財政調整一一」法律文化社，同「現代地方財政入門」

日本評論社 19日年.
1) 例えば，都市生活環境研究会編「ジピル・ミニマムの設計」帝国地方行政学会， 1973年，また，

γ ピル ミニマム支持の政府や自民党筋¢発言については，日本経済新聞1974竿9月4日「福祉財
政の設計」における倉成正民〈自民党政調会副会長〕の意見をみよー
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集積の利益の独占と住民に対する集積の不利益の犠牲の転嫁として把握された

のは宮本憲一氏であった。

氏によれば「企業は集積利益が享受できるかぎりは，たとえ，どれほど甚大

な集積不1'IJ益が住民に発生していても，大都市圏への集中集積をつづほてゆく白

集積利益を資本が独占し集積不利益を住民に一方的に転嫁するとしづ経済制

度こそが，都市化にともなう都市問題を生みだすのである。J'lと主張された。

だから，シピノレ・ミヱマム達成の要求は日本の国家独占資本主義のもとで，一

個の革新首長がおこないうる最低限度の希望の達成であり，、「抵抗権の具体的

表現」町上のものではなかった。氏はつぎの立うに結論される。

「生産第一主義の高度成長の過程で，環境が破壊され，社会保障がなおざり

にされ，公共投資が産業優先され，中央集権的な行政がすす心でゆく過程にお

いて，..:'1ビノレ・ミニマムは，市民が自治体をよりどころにして，高度成長の果

実を資本の手から市民の手へひきもどすために，最小限の都市生活条件を確保

するための目標を明確に示した。」即そして，東京都中期計画がこの延長上で積

極的に詐価され，さらに「シピル・ミニマム由主革新白治体のみならず，保守

首長の白治件も行政目標として採用をはじめでρ るζ とj叫をこの角度から評

価Hしている。

したがって，宮本氏によるシピル・ミ/ニマム論の評価は，第ーに，生活権破

壊の原因である大企業に対する規制，その規制のための公準とのかかわりでは

じめてv ピル・ミニマムは意義をもっということになる。すなわち. iシビノレ

・ミニマム実現のためには，集積利益を独占し集積不利益を放任する現在の資

本主義体制を規制する公準を確立することが先決といえるかも知れないJl1)と

いうわけである。

さらに，第二に，松下氏のシピノレ・ミエマム論は，あくまで，西欧の都市を

8) 宮本憲一「地域開尭はこれでよいか」岩極書庖， 1973年ち 8ヘ ジ。
9) 宮本憲一「都市問題から都市政策へ」岩浪講座「現代都市政問JXI， 都市政需の展望， 1973-

年. 19ベータ@

10) 向上。

11) 向上， 20ページ。



シピノレ・ミエマムと公共サ ピス ( 5) 5 

-'eデノレに構想されたものであったが，宮本氏は，この点にも疑問を呈して「都

市化による自然破壊」がかえって都市問題を激化させる現実から i都市の農

村化i2
)を考えるような公準を提案されている。これも重要な問題の提起であ

ろう。

第三に，宮本氏は，従来のシヒツレ・ミニマム論が，地域経済力や地方財政力

の不均等を考慮Lていないこと， したがって財政の自給能力のある大都

市地域」に主として通用する政策であり，財政力の乏しい農村地域や都市と

農村の双方を含む府県段階には通用しにくい政策である， というよニとであっ

fこ。

宮本氏によるこの第二と第三の批判点は，都市と農村の発展の不均等性にか 6

かわる問題てあり，さらには国家独占資本主義における都市と農村，大企業と

政府による地域支配の問題と密接にかかわっているので，基本的には，大企業

による集積の利益の独占という第一の批判点を発展させたものとみてよいであ

ろう。(したがって，宮本氏のシピノレ・ミニマム論は，大企業に対する民主主義

的規制の展開と不可分に結びつけられた地域件民の最低生活条件の保障の意味

であって，松下氏のそれとは著しくちがう内容をもつものとなっている。

政府や，いわゆる「保守」の自治体を含めてシビル・ミヱマムを論じはじめ

た今日の段階においては，松下，宮本両氏に代表される概念内容の相違を明確

にした上で，地方自治体の行政水準向上の筋道を具体的にあきらかにし，公共

サービスの質と量の向上をはかる方向ち展望することはきわめて重要な意味を

もっに至っている。小論では，宮本氏による問題の提起を一歩前進させる形-C~

シピル・ミエマム論の提起した課題を深め，発展させることを目的としている。

このばあい，一つの素材として検討に値するのは，第二次大戦後の京都府政の

研究であって， ここではジビノレ・ミニマム論とは一応独立Lた形で，住民の生

活権の擁護と地方自治体の公共サービスの充実の方向がめざされ℃きた。その

実践は，前記0)'畠本氏の問題提起とどのようにかかわり，また，どのような理

12) 同上， 21ヘ ジ。
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論化の方向を示唆しているのか，こよから検討をはじめてみよう'"

11 195U年以後の京都府政における公共サービス

充実の方向 (1)その理論的基礎

1950年 4月略川虎三氏が三二万六千票の支持をえて知事に当選して以来ほぼ

四分の 世紀が経過している。 1974年 1月段階で，全国の草新自治体(この定

義は困難だが一応共産党が与党となっている自治体として計算してお<lは. 151. 総

人口の34.9%. 三千七百七十六万人強の住民がその下で生活しているけれども，

大半は1970年代の産物であり .1950年代から一貫して継続 Lたというのは，京

.都府を除けば，高知市，香焼町(長崎県).飯山市(長野県)の二市ー町にすぎな

い。そのJ意味で，シピノレ・ミニマム論が登場するはるかに以目肋~I?'，今臼にい.

たるまで公共サ ピスの向上につとめて住民に支持されてきたという現実をふ

まえて実践のまとめと一定の理論化をおこなうことはきわめて重要な意味をも

つようになったと考えられるu

1950年以降の京都府政(以下，京都府政と略称〉のばあい， 、ンピノレ・ミニマ人

論に匹敵する理論は r憲法を〈ら Lのなかに」という周知の命題であった。

この言葉の意味するところは，先に述べた憲法第25条の実現をめざすという意

味では，シピノレ・ミニ 7 ムの思想と重ねあわせうる部分があることは事実であ

る。例えば，強川虎三氏も，氏の講演のなかで，憲法25条をヲ|いて憲法の精神

を〈らしに生かす六きことを説いているところがある凶。 しかし，賂川氏の理

論が， シピノレ・ミニマム論ι決定的に区別される点は，憲法25条を市民の権利

として抽象的に，他の規定との関連なしにとりあげるのではな<~乙憲法第八

章92条(，地方公共団体四組J織及び運営に関する事項は，地方自治り本旨にもとづいて

法律をもってこれを定めるJ)との関連を明確に L. さらに，憲法第98条(，この法

13) 京都府政研究と関連した行政水準向上のため白調査と研究については，青木圭介，小野秀生，
成瀬竜夫，林堅太郎，柳ヶ瀬孝三各氏との討論に負うところが多い。記して謝意をしめす次第で
あるコ

14) 蛇川虎三「革新の道は憲法の道J細野武男編[置はただ一つ乙の道を」民衆社.1974年.36へ
ージ.
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津は，国り最高法規己あって，その条規に反ずる法律，市帝，詔勅及び国務に関するそ

の他の行為の全部又は一部はその効力を有しないJ) をふまえて第25条を問題位する

という態度であった。

憲法第八章92条というのは，謄川氏によれぼ"てれにい〈までには，歴史

的にものを考えてみれば，われわれの相先が群れをなして村をつ〈り，村の長

合つくってきた，だれの干渉もうけないで。だんだん徳川時代になると・ 悪

代官みたいなのがでてきて，そしてしぼりあげるような形になってきました。

明治になったら，資本主義の発展のために，われわれ住民のくらしというもの

をくいものにしたということもまぬがれないとおもうのです。しかしながら，

戦後できたこの日本国憲法は， 92条で，はっきり， ~地方自治の本旨にもとづ

いて』ということを規定しております。したがってわたしどもの仕事は，まずず
? 

地方自治の本旨にもとつづ守い℃住民のくらしをまもる乙いうことにある。oJ15施5

もちろん自治体の発展史については相応の補足が必要であろうo 特に，明治

以降の地方行財政制度の確立過程については，大石嘉一郎氏が指摘されるよう

にペ 「世なおしー摂」などの形をとった民衆の地方自治要求運動が考慮され

るべきは勿論である。しかし，姥川氏の指摘は， 日本の国家権力が，住民の地

域における，<らし」をうばいとり，住民の労働，消費，教育，福祉，自治な

どの機能を住民の自主的な集団からうばいとって，住民のくらしを大資本と中

央政府の附属物にかえてしまった ζ とを鋭くついている点で，地方自治と住民

の生活権の関連を考察する枠組みをずばり言いあてている。これは，科学的経

済学の指向する国家論の展開kもー致する胃↓解であって，国家の本質は，社会

の運営のための共同事務を住民の手からとりあげ，これを住民の生活と自治に

対立する疎外された形態，すなわち，階級抑圧の機関に転化するところにあっ

た。住民の権利を守るべき警察の機能が言論，出版，集会などの住民の権利を

抑圧する機能に転化したり，住民のくらしを支えるべき治山治水事業が，特定

， 15) 向上， 34ベージ。崎川氏の憲法論については田中重博氏自見解から多〈の示控をうけた。
16) 大石嘉ー郎「日本地方財符政史序説」御茶の水書房刊， 1961'年。



8 (8) 措 114巻第1.2号

の大会社に電力や水や交通手段を独占させる装置に転化し，住民には災害が襲

いか古るなどはその好句であろう u 困家独占資木主義といわれる今日の時代の

国家が，地域における住民のくらしと自治の機能を中央集権の支配下におき，

地方自治体を「地域による住民の分割」のための単なる手段にかえようとする

動きを典型的に示して〈ることもまたいうまでもなし、。ユンゲノレスがいうよう

に rいっさいの政治的強力は， はじめはある経済的， 社会的な機能(労働白

指揮. I量務，司法，芸術，科学など 引用者〕にもとづ〈ものであって，原始的

な共同体の分解によって社会の諸成員が私的生産者に転化され， したがって，

共同の社会的機能の執行者たちからますます疎外されていぐにつれて，この政

治的強力はつよまるのである。J'η大資本と中央政府による地方自治の破壊の過

程は， したがって，住民のくらしを守るべき警察活動を住民の抑圧と岳由の束

縛のための機構にかえ，住民の発達と科学知識を保障すべき教育活動を「忠君

愛国精神を備えた技能労働者」の教育機閣にかえ，住民のくらしを守るべき治

山治水事業を，地域の大資本と地主の利益を守る活動にかえてしまう等々の ι

とを通じ C住民のくらしを解体し，大企業と中央政府の附属物として住民生活

主位置づけ，その総仕上げとして，自治の権利そのものをうばい r官選」の

首長を伍命するにいたるのである。 ζ こでは，住民の生活権の破壊過程は，国

家権力の強化過程と一致しており，そのかぎりでは，中央集権的な国家の改革

の課題と切り離Lて住民の生活権の確立を抽象的にとりあつかうことには大き

な限界がある Jということになろう。

ところが目日本圃憲法は，ミの戦前に達成された中央集権的な機構をむしろ

活用するかたちで，園が，地方自治を保障し，国の法律は憲法という基本法が

優先するという形で人権や生活権の保障をうちたてた。これはいわば r地刀

自治を保障する中央集権」や「民主主義的権利としての生存の権利を保障する

中央集権」を確立する手がかりを憲法自体がうちたてたことを意床し，この手

17) F. Engels， Hern包 EugenÐüh，明~gs U.町田al，田川gder Wis居間chaft，Dietz Verlag Ber1in， 
1953，村田陽一訳「反デュ リング論J大月書庖，国民文庫版，第Z冊， 196咋.347へ ジ。
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がかりを前提として，地方自治や生存権の保障を国民=主権者の権利として国

に要求で雪る制度をつくりだしたのである。戦前の反動的中央集権が，地域に

おける住民のくらしをうばいとり，地域住民を大資本と中央政府が附属物とし

ようとしたのに対して，日本国憲法は，住民がくらしの組織として地方自治体

を再建する権利を民主主義的な中央集権的制度として確立する手がかりをつく

りだし，大資本や反動的中央集権による地域住民生活破壊を住民が憲法を手が

かりとして防止する条件をつくりだした， といえるであろう。

京都府政における公共サーピ見向上のための思想的，理論的基礎は，この点

からみるかぎり，シピノレ・ミニマム論がしばしばおちいってきた弱点，すなわ

ち中央集権の進歩性をみることができず市民の抵抗権1だけに頼っ C I地

方政府」を確立し，その連合によって革新政治主実現するという考え方世に明

確な批判をもっている。ぞれは，日本国憲法が民主主義的中央集権を実現する

手がかりを提供しtいる乙とを明確につかんだ上で，国民〈主権者〉が固に対し

て生活権や生存権を保障するよう要求する権利をもつものと考え，この権利を

確実にする保障のーっとして地方自治制度をつかもうとしているのである。い

わば，全国的規模の住民の権利の保障をまず中央集権的に統一的な憲法の条項

でかちとった上で，その力を背景に地方自治の問題をみている，といってよい

だろう。基本法による民主主義的中央集権の支えと，反動的中央集権を完全と

民主主義的中央集権でおきかえる ζ とを展望した地方自治と生存権の保障の問

題を検討する姿勢が京都府政においては明瞭にみてとれるロ

類似の問題は，府県と市町村との関係についてもおこってくる。 VヒVレ・ミ

ニマムの理論からいえば，自治体の基本は市町村であって，府県などは，いわ

ば，中央政府の出先か「中二|清Jにすぎない。だから場合によればなくてもよ

いものである。しかし，京都府政の理論からいえば I市町村自治を守るとり

で山と Lての府県自治」が一定の行政における民主主義的集中性をもっ τいる

18) 措下圭，前掲書，第官章「都市政策と政治選択」をみよ。
19) 浜川清一「住民による行政の統制と民主主義的行政改草」京都府研究会編「戦後における京都府

政の歩みj汐文社. 1973年， 451ベージ以下。
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かぎり P 憲法に依拠して反動的中央集権とたたかうより有利な条件をつぐるこ

主は論をまたない。市町村をむすぶ中央集権化された大きい単位の民主主義的

結合体があれば，市町村自治はかえってつよめられる。こりように，京都府政

の理論からいうと，シピノレ・ミニマムの理論が市民の生活権を抵抗権にもとづ

いて生活基盤の確保をただちに構想するのに対して，つねに中央集権的な要素

との関連で地方自治をとらえ，反動的中央集権に対して民主主義的中央集権へ

の展望と結びついた地域住民の生活基盤の拡充を構想するのが特徴である。端

的にいうと，シピノレ・ミニマム論が，中央集権=悪，地方自治=善という単純

な割り切り方をするのに対Lて，京都府政の方は，反動的中央集権は害悪を生

むが，住民の全国的圧力で，民主主義的中央集権の手がかりをうけとると，そ

れをテコにして住民自治の強化の展望がひらけてくるとするものであるから，

反動的中央集権を住民の全国的団結力の強化を通じて民主主義的中央集権の手

がかりに転化し，そのもとで地方自治の強化をいうかぎりで.中央集権の進歩

性を明瞭に認めている， といっ丈よいであろう。賂川知事の表現をかりるとす

れば，つぎのようである。

「憲法をくらしのなかに生かすというのは，そのふたつの点ですね。ひとつ

はくらし自体をまもる点。ひ主つはくらしに影響のある国および政府，および

政府機関の影響について，われわれは主権者としての主張をもっとし寸点。」即

憲法を手がかりとしながら，民主主義的中央集権への展望をもった地方自治

と住民のくらしを守る政治の発展， このための筋道は，ラノピル・ミニマムの理

論のたてた筋道とどのようにちがってきたか，この点を検討するのが次節の課

題である。

111 1950年以後の京都府政における公共ザービス

充実の方向←ー(2)その実践

シピノレ・ミニマムの理論にもとづく公共サービス充実の方向は，松下氏の場

20) 輯川虎三，前掲書， 40ヘ ジ。
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合も，自治大臣官房企画室にある「都市生活環境研究会」の場合も大差はない

ようである。例えt式 後者の場合には， 総理府の「社会意識に対する調査」

〔昭和40年および， 45年)に典型的にみられるように，直接的には都市化の急速な

進展にともなう「生活環境施設の不足J(道が白かるむ， 下水が流れない，近〈に

公園がない，騒音，大気汚染，医者の不足，し尿処理の困難日通閣の困難水道が出な

い，ガスがきていない，教育施設や保育所が足りない，等々の問題〕が， r社会意識」

としてまずとらえられ，これらの問題を解決するには「シビル・ミユマムの思

想」の確立が必要とされる。

つぎに，具体的な目標水準の設定については，例えば，人口10万程度の都市
〆

を想定し，国勢調査などを利用して人口10万のそデノレ都市を標本として抽出す

る。そして人口→地区別人口→需要量→施設数を矧りだす方式をとる。この施

設数の決定にあたっては，施設適正規模や施設適正利用圏を考慮し，広域的な

ものは人1-120万程度のものを想定し，いくつかの模型をつくってみることにな

る。例えば，大都市周辺都市とか，地方中心部市とかのそデノレが考えられよう。

したがって，現在，都市生活環境研究会が研究Lている方式は rシピノレ・

ミ三マムの思想」プラス「標準都市モデノル」による行政水準の測定あるいは目

標設定という発想である釦。 とこでは，行政水準向上のかなめは，一方では社

会意識，すなわち，市民の主体性であり.他方では人口規模だけを抽象してき

fこ一つの仮定的な空間であ石。 ζ の空間は，各地域の具体的な自然的，社会的

諸関係から切断され，その限りでは，一つのモデルとして，他の都市と比較す

る場合の一応の基準であるけれども，その地域そのものの特色は，きわめて大

雑把な類型としてつかまれるのみである。このような人口規模によるモデル空

間を想定する発想は，日本の地方財政制度においては，平衡交付金や交付税制

の実施過程で「ナ、ン 2 ナル・ミニマム」の確保の見地からくり返しあらわれて

きたところであって，この経過のなかで vピノレ・ミニマム論がもし，類型の

多様化の問題として提起されるのであれば，それは.7シ宮ナノレ・ミエマム論

21) 都市生活環境研究幸弘前掲書、 10ベージ以下。
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の精密化，類型の多様性のなかでの具体化の問題として位置つけられてしまう

ことになる。

これは，現行の財政調整制度が，どのような地域であろうと，最低限の行政

需要を充足すべき財源を保障しようとする理念〈これはただちに現実のものとはな

らないけれども)をもつかぎり当然のことでらって，このような関連のなかでの

シピノレ・ミニ 7 ムは，ナシ豆ナノレ・ミニマムの具体化，あるいは，精密化，人

口数に応じた地域の性格を加味したものどならざるをえない。

松下氏も，この点をみとめて，つぎのように述べている。

l自治体が市民生活に直接責任をもっているとするならば，自治体レへんで

まずジピノレ・ミニマムが策定される必要がある。自治体はそれぞれの行政課題

についての市民生活基準を数量的に提示し，その計画的実現を政策的に誘導し

ていかなければならない。しかも各自治体が実現するシピノレ・ミニ司ムの相乗

効果の拡大によフて，国レベルでのナショナノレ・ミ f マムの策定へとそれは展

開されなければならない」間

もL，Vピル・ミユマム論が，ナシ望ナノレ・ミヱマムの改定左充実の手段左

して位置づけられるのであれば，従来の日本の地方財政制度におけるナショナ

ノレ・ミニマム算定の方法と，それに対する批判をもつのは当然のミとであり，

そ、れを抜きにしては，単に，政府の行政制度の補完物たるに止まってしまう。

まして， 最近のように自治省が地方自治の「新戦略」として PPBSの導入を

主張し，予算の節約と人員の整理への庄力をつよめているなかで現行地方行財

政制度の欠点をむしろ拡大するような結果となることは絶対に避けるべきであ

ろう。だとすれば、，従来の日本のナショナノレ・ミニマムの決定方法とシピノレ・

ミニマムの決定方法とのちがいを明確にL，地方行財政制度の改草の展望と結

びつけて問題を提起する必要があるだろう印。

だが，松下氏のシビノレ・ミニマム論は，憲法という民主主義的中央集権

22) 松下圭，前掲書.110へージ.

23) 藤田武夫，前掲「日本の地方財政」における平衡交付金制度四改悪過程目分析をみよ。



ジピノレ ミニマムと公共サービス (13) 13 

地方自治を保障する中央集権一ーという観点は欠落しているために，地方自治

の財政的保障を民主主義的な中央集権確立の方向で解決してゆこうとする志向

はみえない。例えば，平衡交付金制度な Eは，それ自体としてみれば，中央集

権的な租税の徴収を手がかりとしながら，地方自治の基盤をつよめよう Eする

かぎりでは，地方自治の財政的保障を民主主義的な中央集権確立の方向で解決

する手がかりである。また，国庫補助金制度も，その交付の基準が，公正であ

り，客観的で，国民生活の向上を保障するならば，民主主義的中央集権制度の

手がかりとすることができる。だが，このような一連の財源問題の民主主義的

解決の方向なしに抽象的に「γ ピノレ・ミエマム」を問題とするならば，重大な

困難に自治体を直面させてしまうことは目にみえている附。

民主主義的中央集権との関連をふまえて，地方自治体における公共十一ピス

向上のための筋道を検討していった京都府政の場合は，一方では，現行の交付

税制そのものに明確な批判をもってその改善を要求し，実践するとともに，他

方では政府のきめた行ー政の基準にのらない一一交付税や補助金の対象とならな

い行政の分野に対して単費等を用いて行政対象主拡大し，その実績の合理性を

みとめさせて，政府の行政基準を変更させよう iとした。この二つり方向は， ケ

ピル ミニマム論のような派Tさはないが，事実上，ナ、ンョナノレ・ミてマムめ

水準の向上を自治体の独自の行政基準の設定を通じて(これをツヒソレ・ミニマム

とよぶならばそのよう忙し、うこともできょう〉民主主義的に改良幸せてきたのであ

るのもちろんこのためには一定量の独自の財源が必要なのだが，京都府政は，

例えば，自動車、取得税のような法定外普通税は活用して自主財源の充実をはか

つてきた。(今日の東京都や大阪府の犬企業に対する課税の構想も基本的にはこれと同

様の立場にたつものであろう。〕

捲川氏によれば，現行の交付税制の問題点はつぎのようなものとされている。

「交付税の問題は， わたしEもは当初のV ャープ勧告(昭和24年 9月ジャープ

税制使節団第一次勧告〕のとおり， 地方財政調整交付金制度の精神にかえれとい

24) 宮本誌，前掲論文， 21ページにおける住宅政策目例をみよ。
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うことをいっているわけです。ほんとうにこの各公共団体が同じていどの行政

水準のたもてるような，そういうような調整交付金でなければならない。

当時わたしどもは，まずそれを争いまして，国会の大蔵委員会と地方行政委

員会の連合委員会で，わたじは地方財政調整交付金の考え方はいいとしても，

計算のしかたが間違っているということをつよく主張Lたのですが，それから

だんだんよくなってきましたけれども，あい変わらず人口ばかり重〈みるもの

ですから，こまっている京都府が少なくて，ゆたかな兵庫県が多いというよう

な，そういうような矛盾をきたしている。

人口 O~過政なところは交付税が少ないというような点で，もっと地方財政調

整交付金の制度の精神にかえっじもう一度交付税というものを見なおすとい

うこと。

それからもう一つは，交付税の算定方法です。そのいろいろの計数のとり方

などが，ひじように勝手であるというか，洛意的であるというか，あまり根拠

がない。J~)

交付税の計算が人口ばかり重くみる主いう指摘は，松下氏流のシのし・さニ

マム論もまた，人口を中心とした考察であるという点を想起するならば，現行

の地方財政調整制度も松下氏流のそれも共通の特徴をもつものとみられる根拠

を提供するものであり，注目してよいであろう。ナショナノレ・ミニマムにせよ，

松下氏のいわれるシピノレ・ミニマムにせよa 地域と産業の実情をふまえ，地域

の自然と社会関係や階級関係の総体を念頭においたものとはし、えない。むしろ，

人口と，素材的にみた生{舌基盤の整備状況を機械的につきあわせるという性格

がつよく，地域における自然，生産手段，生活基盤などの素材的要素を「どの

ような社会関係がになってい吾か」まで立ち入って考察しようとする姿勢に乏

しい。例えば，道路「つをとってみても，それが大企業の独占的利用の対象と

なっ亡いるのか，それとも住民のくらしを守るにない芋となっているのかは人

口と道路面積をつきあわせてみてもわかるという性質のものではなく，地域社

25) 蝿JII虎三「中央集権に抗して」細野編，前日奇書.， 227→228ペ ジ。
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会のくらしをめぐる社会関係の総体のなかで地域間格差や，過疎と過密とへの

両極分解をその道路が促進しているのか，それとも，すこしでも格差是正，格

差拡大阻止に貢献しているのかをみなければ評価をくだせるものではない。

一般に資本主義社会は，大工業の進歩を通じて都市と農村の格差をつくりだ

す傾向をもつので，地域格差の是正の方向で産業基盤や生活基盤を整備し，都

市と農村の対立の解消にむけての手がかりをつくる方向で公共投資をおこなう

よとは重要な意味をもっ。京都府政り道路行政をみると，政府が，太平洋岸ベ

ノレト地帯の開発にあわせτ，東西に道路をつらぬき，南北格差を拡大する方向

で公共投資を実行しようとしたのに対して， 日本海と，京都府南部を結ぶ「タ

テの開発」を重視し，北部の農業や，中小企業，漁業の振興と結びつけて丹後

半島一周道路中，幹線道路を位置づけたとこ与に特徴があったぺ

だから，地域における公共サーヒeス充実の基準は，人口あたりどれだけの面

積の道路をつくったか，ということではなくて，府県段階では r都市と農村

の対立，地域間格差の是正の方向で，住民の生活能力を向上させるような道路

をつくったかどうか」が決定的に重要な意義をもっ。市町付段階における「く

らしの道路」の整備もこのような大きな背景のもとでP 位置づけてみることが

必要であっτ道路の社会性の評価が表現されうるような基準を求めざるをえな

い酌。 このような基準を数量イL 指数イじすることはたしかに困難であるが，例

えば，も L，政府のいう新全総をこの府，市町村で実施したならば，この地域

の中小企業3農漁業は，どのように衰退，あるいは選別されたが，それにとも

なって，過疎化はどのようにすすんだか，自然破壊や公害はどのようになり，

いわば地域のスクラヅプ仏によって，どれほどの社会的損失が生じたか，主計

算するよとは Eきる。そして，乙の数値と対比しτ，自治体独自の住民のくら

しを守る公共投資を実施すれば，中小企業，農漁業を守り，人口流山を若Tな

26) 京都府研究会編，前掲書，第3章及び島器産監修『京都民主府政」自治枠研究社， 1974年，第

百章を参照。
27) 従来の社全的恒益詰ま，宮本憲 民の指摘されるとおり，企業にとョでo睦清成長に対すあ貢

献度を事実上評価白尺度とする結果になっている。宮本憲一「社会資本論」有斐閣， 1967年，
130-~ージ以下，

進
j 
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りともやわらげ，自然破壊の程度をすくな〈したために，どれだけの額の損失

を〈いとめたか，そして，場合によれば，損失をくいとめただけでな〈て，自

然や海洋資源を守ったため，住民の収入がふえ，生活そのものの水準を向上さ

せえたかを計算することができょう。この場合には，行政の費用とその効果の

分析は，大企業や政府の方針がもし貫徹したならば発生したであろう巨大な損

失との対比において評価されねばならない。

住民の肉体的，精神的発達を保障するための教育費や医療費についても，同

様の観点が必要てずあろう。いくら人口当り教育費が大きくでたとしても，また，

人口当り医師数が大きくでたとしても， も1--，その教育が選別的な教育体系で

あっ-C，住民り大半にすさまじい競争を強要し，そのために肉体的，精神的破

壊が， よみ，巨λな社会的損失が発生するならば，これの文山に対して高レ評

価をあたえるわけにはゆかないであろう o

反対に，京都府政のように，学校間格差をなくし，教育の機会均等をおしす

すめて，発達の権利を集団的に保障しようとする場合には，学校の施設は，こ

のような発達の権利のにない手として技場するから， もしそうでなければ生じ

たであろう社会的損失を著しく防止しえたことになる。勿論，京都府政も，国

政の「真空地帯」にあるわけではないので，当然，一定の「損失」は蒙るが，

その損害をよりすくなくする方向をつよめることはできる。教育や医療におい

て住民の全面発達を志向することは，機械骨，U大工業が生みだした巨大な生産力

士手がかりとして，精神労働と肉体労働の統ーをめざす方向で住民のくらしを

守ってゆく，ということであろう。そうなると，教育費の支出，医療費の支出

が人口あたbいくら，という計算だけが基礎になるのではなくて，その教育費

が精神労働と肉体労働の統ーへの手がかりをつくる方向で支出されているのか，

それとも，選別の方向で支出されているのか，を行政の基準とじてゆくことが

決定的に重要な意味をもつことになる冊。

28) 資本主義国家の財政支出をこのように生存競争りための経費としてつかむという視角について
は，池上惇「現代資本主義財政論」有斐閣， 1974年固
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さて，上に述べたような尺度ないし，評価の基準を採用したばあい，政府が，

主主付税や補助金行政の基準として嘗めているものをどのような方向でかえてゆ

くべきか，さらには抜本的改善のためにどのような提言をなすべきか，はかな

り明瞭になると考えられる。京都府政の場合をみると，政府の行政の基準にの

らないものをまず単費で実行し，実績にもとづいて，基準を改善させる方法を

「先どり行政」とか「先進的行政」とよんできた。乙の方法は地方課を通じて

市町村の行政指導にも適用され，国庫補助にのらない過疎地の道路整備事業な議

どのために府の出資による「自治振興基金」制度を活用したことはよく知られヨ

ている。府の単費支出は，政府の行政基準を改善するためのいわば「よび水」

なのであり，中央集権的に「悪い行政基準」をつくっているために，ーたん，

一つの自治体↓こでもこの基準を突破されると，これもまた，中央集権の利点で，

たちまち，全国レベルの行政基準に転化してしまうことになる。もちろん.Jx.

動的中央集権は，乙の「改善」が自治体に及ばないよう別のてだてを講ずる ι

とになるものの，革新自治体数がふえ，いわゆる「保守」府県もこれにならう

こととなれば，大勢には抗しがたい ζ とになるのは当然である。別表に示すと

おり，私学振興補助企のように私学運営助成経費として地方交付税に算入され

たり，過疎パス対策白ように，補助金として制度化されるというように，いわ

ゆる「先どり」行政の方向は，白治体としての行政水準の向上をつねに中央集

権的な行政基準の改草と結びつけて提起してきたものとみてよいであろう o

以上，京都府政における公共サービス向上の方向を松下シピノレ・ミニマム論

との対比において検討してみたのであるが，その理論的なまとめとしてつぎの

ようにいうこと由三できる。

第一。松下氏のシピノレ・ミニマム論は，民主主義的中央集権と地方自治の関

連があいまいなままに提起されており，さらにいえば，国家権力による住民の

地域的支配の単位が，住民のくらしの組織に転化され発展させ白れてゆく歴史

的な経過と展望がない。このようになった究極の根拠はおそらく国家論の欠落

であろう。
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第二リシピノレ・ミニマムを考える場合，人口と物的生活基盤を直債につなぎ

あわせる方式は，地域における社会関係の総体を考えるならば大きな欠点があ

り，物的要素を地域における社会関係のにない子としての角度から評価しなお

すことが必要であるu

IV ミ=マム論における「生存競争のための支出」と

「全面発達のための支出」

現行の交付税制におけるナショナノレ・ミニマムの考え方にせよ，松下氏流の

シピノレ ミニマム論にせよ，人口と物的行政手段の対比から問題をはじめる ζ

とはすでに述べたとおりであるが，現行の交付税制の場合は，平衡交付金の精

神をたびたび改悪するなかで，まず税の一定割合として総枠をきめた上で，政

府のきめた義務的行政をどれだけ安あがりに実行させるか，という意味でのミ

ニマム，いわば，住民を生存ぎりぎりの水準で生活させ，しかも，地方経費の

節約という見地を加味して行くという角度から決定されたものである。だから

よりミニマムは，住民が， きびしい生存のための競争にさらされ，抽象的な

「人口」という形 Eつかまれた上で，相互にきびしく競争しつつ移動し亡いる

状態を念頭におくのがもっともふさわしいとしづ意味でのミ ι マムである。こ

れに対して，松下氏も含めて， シピノレーミエマムの主張者は，住民のたえざる

欲望水準の上昇を行政に反映させるという意味でのミヱマムであり，この点が，

V ピノレ ミニマム論のきわだった進歩性である。，

後者は，すでに述べたように，都市と農村の新しい結びつ雪，精神労働と肉

体労働の新しい結びつきの手がかりを展望する場合には，人口と物的行政手段

。くみあわせから脱して，全国的関連のなかでみた地域の社会関係のにない手

の問題を提起せざるを得なかった。このように，地域の社会的な関係をおびて

あらわれた物的行政手段をシピル・ミニマムとよぶのかはたしてふさわしいの

かどうか I住民のくらしの組織のにない手」とでもよぶ方がいいのかどうか，

ということはここでの問題ではない。問題は，地域の社会関係をになった物的
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行政手段は，住民の生存のためり競争を激化させ，住民の選別を促進するよう

なものと，住民の欲望水準の向 hを反映し，住民の民主主義的結合関係の発展

を反映するようなものとの対抗関係のうちにある， ということである。

物的行政手段が， この二ヲの力の対抗関係を表示せざるをえないとすれば，

物的行政手段と結びついて公務という労働に従事している人々の労働内容が，

いちじるしい変化をみせるのは当然であろう却〉。

すでに述べたように，国家権力が，住民の社会の共同事務を住民からとりあ

げ，社会のなかからでて，社会の上にたつ抑圧者とむったとき，元来，社会の

共同事務をになっていた労働は，住民から疎外され，住民を抑圧する労働にか

わった。警察も，土木工事も，教育も，事務ふ清掃も，本来，住民のくらし

を守るはずのものが，住民の権利をうばい公害をばらま雪 i忠活愛国」をお

しえ，徴兵名簿をつくり，住民から高い追加料金をとりた ζ都市宮汚物であふ

れさせることを合法化するための労働にかわっ亡しまった。

しかし，憲法を 4らしに生かすという新しい民主主義的中央集権にむけての

手がかりを獲得し，地方自治体を住民のくらしの組織として再建するうごきが

はじまると，かの疎外された労働を住民の権利を守る労働として主りもどそう

とする粘りづよいうごきがはじまる。官僚的統制と分断された行政組織が，件

民の立場にたって科学的で総合的な公務労働者によってになわれはじめると，

〈らしの組織をになう物的行政手段が住民の高い欲望水準の発展をにないつつ，

全国的レベノレの行政基準の民主主義的変革へと発展してゆ〈ことは，必然的で

あろう。そして，シピノレ・ミニマム論が住民への公共サーピλを拡充Lてゆく

方向は，ここにその方向をみいだすのではないかと恩われるのである冊。

29) 晶恭彦監修，前掲書，第X章，諦 5節参鳳
30) この論稿は，柳ケ瀬孝三氏と共同で研究した際見出した「民力培養型公共投資」の考え方をさ

らに尭展させたものである。ミニの秘L念については，柳ケ瀬幸てモ「京都府における民力培養型公共
投資政策の基本的特徴」経済科学通信I 1973年5月号.34へージ以下を参照.なお，地方自治と
中央集権の関係についての毘論的検討は 深井純一「地域経世J林，柴田，高橋，宮本絹「現代
財政学体系j有斐閣， 1973年，第3巻.27へ ジ以下を参照ロ


